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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様
に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。なお、本株
主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措置事項から
上記事項を除いたものを記載した書面を一律にお送りいたします。

第23回定時株主総会の招集に際してのその他の電子提供措置事項

【事業報告】
「主要な事業内容」「主要な営業所」「従業員の状況」「主要な借入先の状況」

「その他企業集団の現況に関する重要な事項」「株式の状況」「新株予約権等の状況」

「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制」

「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

「会社の支配に関する基本方針」「剰余金の配当等の決定に関する方針」

【連結計算書類】
「連結貸借対照表」「連結損益計算書」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

【計算書類】
「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

【監査報告】
「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」「計算書類に係る会計監査人の監査報告」

「監査等委員会の監査報告」

（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

事 業 区 分 事 業 内 容

医 療 ア シ ス タ ン ス 事 業
海外旅行や海外駐在、海外渡航中に病気や怪我をされたユーザ
ーが、自国にいるときと比べて不自由なく必要な医療を受けら
れるように手配し、ご支援するサービスです。

ライフアシスタンス事業
クレジットカード会社のカード会員に対するコンシェルジュサ
ービスを提供し、「より気持ちよく、より楽しい」海外での生
活を楽しんでいただくためのお手伝いをするサービスです。

１．企業集団の現況
(1) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

当 社
本社　　　　　　：東京都文京区
沖縄センター　　：沖縄県那覇市
イギリス事業所　：West Sussex, United Kingdom

Emergency Assistance 
Japan (U.S.A.), Inc. 本社：Richmond,Virginia U.S.A.

北京威馬捷国際旅行援助
有限責任公司

本社　　　　　：北京市朝陽区
上海オフィス　：上海市長寧区
広州オフィス　：広東省広州市天河区
大連オフィス　：遼寧省大連市中山区

Emergency Assistance 
Japan (Singapore) Pte. 
Ltd.

本社：Singapore

Emergency Assistance 
Thailand Co., Ltd. 本社：Bangkok, Thailand

EAJ Assistance Services 
Canada, Inc. 本社：Vancouver, Canada

(2) 主要な営業所（2025年12月31日現在）

－ 1 －
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

医 療 ア シ ス タ ン ス 事 業 186（27）名 17（－）名

ラ イ フ ア シ ス タ ン ス 事 業 37（8）名 2（－）名

管　　理　　部　　門　　等 24（3）名 △1（△1）名

合 計 247（38）名 18（△1）名

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

169（25）名 13（－）名 44.0歳 8.3年

(3) 従業員の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 220,000千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 300,000千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 150,000千円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 100,000千円
株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 80,000千円
株 式 会 社 横 浜 銀 行 70,000千円
株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 60,000千円
株 式 会 社 千 葉 銀 行 50,000千円
株 式 会 社 み な と 銀 行 50,000千円

(4) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

(5) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

① 発行可能株式総数 8,304,000株
② 発行済株式の総数 2,519,600株
③ 株主数 1,520名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

徐 志 敏 321,900株 12.78％

ヴァンタークルーズヘルスサービスインク 181,800株 7.22％

徐 宏 沢 171,300株 6.80％

徐 雲 沢 112,900株 4.48％

氷 鉋 健 一 郎 78,000株 3.10％

徐 慧 明 70,000株 2.78％

舞 原 満 博 52,800株 2.10％

張 麗 玲 50,000株 1.98％

廣 崎 双 葉 39,800株 1.58％

吉 田 幸 子 37,500株 1.49％

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年12月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（466株）を控除して計算しております。

－ 3 －
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新株予約権等の状況

第 ６ 回 新 株 予 約 権 第 ７ 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 2021年12月16日 2022年12月15日
新 株 予 約 権 の 数 15個 15個

新株予約権の目的となる株
式の種類と数

普通株式
1,500株

普通株式
1,500株

（新株予約権１個につき100株） （新株予約権１個につき100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額

新株予約権１個当たり 127,200円 新株予約権１個当たり 105,500円
（１株当たり1,272円） （１株当たり1,055円）

権 利 行 使 期 間 2023年12月18日から
2031年2 月28日まで

2024年12月17日から
2032年2 月29日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）２

役 員 の
保有状況

取 締 役
（監査等委員・
社 外 取 締 役 を
除 く ）

新株予約権の数 15個 新株予約権の数 15個
目的となる株式数 1,500株 目的となる株式数 1,500株
保有者数 １名 保有者数 1名

取 締 役
（ 監 査 等 委
員 ）

新株予約権の数 －個 新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株 目的となる株式数 －株
保有者数 －名 保有者数 －名

(2) 新株予約権等の状況
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（2025年12月31日現在）

（注）１．第６回新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
1)新株予約権者は、権利行使時まで継続して当社もしくは当社子会社の取締役、使用人又はこれに

準ずる地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任又は定年退職の場合は、
この限りではありません。

2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。
3)その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
２．第７回新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

1)新株予約権者は、権利行使時まで継続して当社もしくは当社子会社の取締役、使用人又はこれに
準ずる地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任又は定年退職の場合は、
この限りではありません。
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新株予約権等の状況

2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。
3)その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,800千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 20,800

(3) 会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　　　明星監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につい
て同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断し
た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総
会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人明星監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額でありま
す。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

(4) 業務の適正を確保するための体制
　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、そ
の他会社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」とい
う。）の業務の適正を確保するための体制を取締役会で決議しております。取締役会決議
の内容は、以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 当社は、取締役及び社員、その他の従業員が法令及び定款を遵守し、社会規範に

基づいた行動をとるための行動規範を示した「EAJ行動規範」に基づき、職制を
通じて適正な業務執行の徹底と監督を行い、取締役及び使用人が一丸となって法
令遵守の徹底や企業倫理の確立に努める。また、コンプライアンス体制の充実・
強化を推進するため、社長を委員長とするコンプライアンス委員会において関連
する議題を取り上げて検討し、対応策を講じ、教育、啓蒙等必要な諸活動を推進
する。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内相
談・報告体制として、「内部通報制度運用規程」に基づく、内部通報制度を整
備・運用する。

ロ. 業務執行部門から独立した内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果
を社長に報告するとともに被監査組織へフィードバックする。

ハ. 当社は、市民社会の秩序並びに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対
しては、一切の関係を遮断し、それらの活動を助長するような行為を行わない。
反社会的勢力からの接触や不当要求に対しては、不当要求防止責任者を選任のう
え、所轄官庁及び関連団体と緊密に連携を図りながら、その排除に努めるととも
に、組織全体で毅然とした態度で臨むことを徹底する。

ニ. 当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基
づく内部統制システムの構築を行う。その仕組みが適正に機能することを継続的
に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその
他関係法令等の適合性を確保する体制を整備し、運用する。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ. 当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役が
「稟議・決裁規程」に基づいて決定した文書など、取締役の職務の執行に係る情
報を適正に記録し、法令及び｢文書及び電磁的記録等管理規程｣に基づき、保存・
管理する。

ロ. 当社は、情報セキュリティに関する基本方針及び諸規程の整備並びにパソコン、
データ、ネットワーク等、各種情報のインフラに対して内外からの脅威が発生し
ないよう、適切な保護対策を実施する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 当社は、リスク管理体制の基礎として「リスク管理基本規程」を定め、同規程に

従ったリスク管理体制を整備、構築する。
ロ. 「リスク管理基本規程」に基づき、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を

設置し、適切なリスク管理を推進する。
ハ. 不測の事態が発生したときは、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行
い、損失・被害を最小限にとどめる努力をする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 当社は、年度予算を策定し、全社的な目標及び各組織の目標を設定すると同時

に、予算と実績の対比を原則として毎月１回、取締役会で報告し、以後の活動に
反映して効率的な職務執行を目指す。

ロ. また、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の職務執
行状況の監督などを行う。

ハ．当社は、執行役員制度を導入し、執行役員は取締役会ないし代表取締役社長が決
定した業務の範囲内で業務執行を行い、効率的な職務執行を目指す。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は、「子会社管理規程」を定め、同規程に基づき当社グループの事業運営
を実施するものとし、当社の取締役と子会社の取締役との間で、定期的に会合を
行う。また子会社は同規程に定める重要事項について当社の承認を受けるととも
に、同規程に定める経営状況、経営指標等の報告を行うものとする。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社の「リスク管理基本規程」に基づき、子会社のリスク管理体制を構築さ
せ、適宜報告を受けるものとする。
　また、子会社において損失リスクが顕在化した場合には、「子会社管理規程」
に従い速やかに当社に報告し、当社及び当該子会社間で対策を協議・実施するこ
とで損失の拡大を防止する。

ハ. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、当社グループを対象とした年度予算を策定し、当社グループの目標及
び各子会社の目標を設定すると同時に、予算と実績の対比を原則として毎月一
回、子会社の取締役が参加する組織長会議で報告し、以後の活動に反映して子会
社の効率的な職務執行を目指す。
　また、職務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行
うために、随時、テーマに関連する当社の取締役及び子会社の取締役を招集し、
意思決定会議を行う。

ニ. 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
　「EAJ行動規範」、「コンプライアンス規程」及び「内部通報制度運用規程」
を当社グループ全体に適用し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整
備・確立を推進する。
　また、当社の内部監査室は、定期的に当社グループの内部監査を実施し、その
結果を当社社長に報告するとともに、被監査子会社にフィードバックすることに
より、当社グループ全体のコンプライアンス体制を強化していく。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、必要な使用人を配置する。

⑦ 前項の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独
立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
監査等委員会の補助使用人は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
　また当該補助使用人の人事異動・人事評価、懲罰等の決定については、事前に監査
等委員会の同意を得るものとする。
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⑧ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに子会社の取締役
及び使用人等が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会へ
の報告に関する体制並びに当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ. 当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事

実があることを発見したときは、監査等委員会に報告する。
ロ. 当社グループは、監査等委員会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該
報告を行ったことを理由として不利益な扱いをすることを禁止し、その旨を当社
グループ内に周知徹底する。

ハ. 内部監査室は、監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告する。
ニ. 内部通報窓口への通報を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁
止するとともに、通報状況とその処理の状況は定期的に監査等委員会に報告す
る。

ホ. 内部通報窓口への通報内容が監査等委員会の職務の執行に必要な範囲に係る場合
及び通報者が希望する場合には、速やかに監査等委員会に報告する。

⑨ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）につい
て生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用ま
たは債務の処理に係る方針に関する事項

　　　監査等委員が監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等
の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を
除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 当社は、さまざまな機会をとらえて、当社グループの取締役、使用人の監査等委
員会監査に対する理解を深めさせ、監査等委員会監査の環境を整備するよう努め
る。

ロ. 当社社長は、監査等委員会との定期的な意見交換会を開催し、監査等委員会が意
見または情報の交換ができる体制とする。

ハ. 内部監査人は、監査等委員会との連絡会議を定期的にまた必要に応じて開催し、
取締役及び使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けら
れる体制とする。
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ニ. 当社は、監査等委員会が会計監査人と円滑に連携できる体制づくりに向けて必要
な施策を実施する。

(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のと
おりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
に対する取り組み
イ. 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を年４回開催し、会社の体制・業務

等のチェック及び改善と教育・啓蒙活動を行いました。また、内部通報制度につ
いても、「内部通報制度運用規程」に基づき、適正に運用いたしました。

ロ. 内部監査室が全組織の内部監査を定期的に実施し、その結果を社長に報告すると
ともに、被監査組織にフィードバックしております。

ハ. 取引先との間で締結する全契約書に反社会的勢力の排除に関する条項を盛り込む
他、反社会的勢力排除の活動を継続しています。

ニ. 金融商品取引法に基づく内部統制システムの運用を継続し、期末には内部監査室
が本システムが適正に機能しているか、全組織にわたり監査を実施し大きな問題
の無いことを確認しました。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制に対する取り組み
イ. 取締役会における意思決定の内容や職務執行状況の報告等を取締役会議事録に記

録し、また、稟議決裁書には取締役の決裁、コメント等を記録しました。「文書
および電磁的記録等管理規程」に基づき、これらの文書を保存・管理しておりま
す。

ロ. 情報セキュリティのリスクに対応するため、サイバーセキュリティ被害を包括的
に補償するサイバー保険への加入を継続しました。

－ 11 －
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ハ. 個人情報保護に対する社会的重要性の高まりを受け、外部専門家を起用したプラ
イバシー対応の点検や最新規格を踏まえた社内規程の改訂、社員教育・啓蒙活動
の強化などを通じ、プライバシーマネジメント態勢の一層の充実を図りました。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制に対する取り組み
イ. 社長を委員長とするリスク管理委員会を年４回開催し、具体的なリスクの対策検
討や他社事例の研究等を行いました。

ロ. 大規模自然災害や感染症の流行などに備え、従来のBCP関連規程類を大幅に見直
すとともに有事の行動計画を定め、それらに基づく訓練も実施しました。ITイン
フラについても見直し、クラウド上の業務ネットワークに接続するゼロトラスト
PCへの切替えを進めるなど、より強固な事業継続態勢の構築に努めました。ま
た、感染症のために業務に支障をきたすことを防ぐため、在宅勤務の活用のほ
か、インフルエンザ予防接種の出張接種を利用するなどの感染症対策を継続しま
した。

④ 取締役の職務の執行の効率性を確保するための体制に対する取り組み
イ. 年度予算を策定するとともに、毎月１回の定時取締役会で月次決算の内容及び予
算と実績の対比を報告し、業務推進の指針としました。また、全社及び各組織の
事業計画を策定し、適宜フォローを実施し、以降の計画に反映しました。

ロ. 毎月１回開催する定時取締役会に加えて、適宜臨時取締役会を開催し、重要事項
の決定等を機動的に行いました。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制に対する取り組み
イ. コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に子会社の代表者も出席し、関連
の議題を取り上げて共に検討を行いました。

ロ. 当社の取締役常勤監査等委員及び内部監査室長が、米国及びタイの子会社に出張
し、実地監査を行いました。
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ハ. 子会社を含む当社グループの年度予算及び事業計画を策定し、毎月１回子会社の
代表者が参加する組織長会議において、月次決算の内容及び予算と実績の対比を
報告させるとともに、当社取締役との間で経営課題の意見交換を行っておりま
す。

⑥ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制に対する取り組み
イ. 監査等委員会補助使用人を定め、監査等委員会の指揮命令のもとに、上記(4)で掲
げた体制で定めている監査等委員会への報告義務を当社グループ内に周知してお
ります。

ロ. 毎月１回開催する子会社代表も出席する組織長会議への監査等委員の出席を求め
るとともに代表取締役社長、内部監査人、会計監査人との情報交換の場を定期的
に設け、監査等委員会監査の実効性の確保に繋げております。

ハ. 監査等委員会の計画どおり日本監査役協会費用等を支出しています。

(6) 会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　利益分配につきましては、当社は、株主のみなさまへの利益還元を最も重要な課題のひと
つと考えて経営にあたっております。従って、経営基盤の強化と長期的な事業発展のための
内部留保の充実に留意しながらも、できる限り継続的かつ安定的な配当を実施することを基
本方針としております。
　このような観点から、当社は、年１回の期末配当を行うことを基本として、資本政策及び
配当政策の機動性確保の観点から、剰余金の配当等の決定機関を取締役会としております。
　当期の期末配当につきましては、上記の基本方針及び当期業績を踏まえた利益還元を行い
たく、１株あたり普通配当９円を予定しております。
　また、自己株式の取得につきましては、当社は、適切と判断した時期に実施することを検
討しております。
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連結貸借対照表

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売掛金及び契約資産

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

3,607,664

2,491,423

246,222

689,870

185,862

△5,715

206,293

65,472

27,138

38,334

59,110

59,110

81,710

8,233

73,476　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 1,901,168
買 掛 金 57,300
短 期 借 入 金 1,080,000
未 払 金 69,720
未 払 法 人 税 等 24,136
契 約 負 債 428,309
そ の 他 241,701

固 定 負 債 25,479
繰 延 税 金 負 債 512
そ の 他 24,966

負 債 合 計 1,926,647
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 1,664,550
資 本 金 312,001
資 本 剰 余 金 201,477
利 益 剰 余 金 1,151,633
自 己 株 式 △560

その他の包括利益累計額 194,314
為 替 換 算 調 整 勘 定 194,314

新 株 予 約 権 28,444
純 資 産 合 計 1,887,310

資 産 合 計 3,813,957 負 債 純 資 産 合 計 3,813,957

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（ 2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,714,674
売 上 原 価 2,842,694

売 上 総 利 益 871,980
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 775,868

営 業 利 益 96,111
営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,679
受 取 保 険 金 2,242
為 替 差 益 12,120
そ の 他 840 19,882

営 業 外 費 用
支 払 利 息 12,160
そ の 他 258 12,418
経 常 利 益 103,575

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 33
新 株 予 約 権 戻 入 益 18,762 18,796

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 3
固 定 資 産 除 却 損 1,477 1,480

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 120,891
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 34,153
法 人 税 等 調 整 額 △15,148 19,004
当 期 純 利 益 101,886
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 101,886

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 312,001 201,477 1,069,900 △517 1,582,861

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰余金の配当 △20,153 △20,153
親会社株主に帰属する当期
純利益 101,886 101,886

自己株式の取得 △43 △43
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 81,732 △43 81,689

当 期 末 残 高 312,001 201,477 1,151,633 △560 1,664,550

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計為 替 換 算

調 整 勘 定
そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 173,155 173,155 47,207 1,803,223

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰余金の配当 △20,153
親会社株主に帰属する当期
純利益 101,886

自己株式の取得 △43
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 21,159 21,159 △18,762 2,397

連結会計年度中の変動額合計 21,159 21,159 △18,762 84,086

当 期 末 残 高 194,314 194,314 28,444 1,887,310

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 16 －



2026/02/27 12:38:42 / 25282738_日本エマージェンシーアシスタンス株式会社_招集通知

連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ５社
・主要な連結子会社の名称 Emergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.

Emergency Assistance Japan (Singapore) Pte. Ltd.
北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司
Emergency Assistance Thailand Co., Ltd.
EAJ Assistance Services Canada, Inc.

⑵ 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑷ 会計方針に関する事項

① 重要な減価償却資産の減価償却の方法
・有形固定資産 当社グループは定率法を採用し、一部の在外連結子会社は定額法を採用

しております。
ただし、当社は、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につい
ては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　３～15年
器具及び備品　　　　４～15年

・無形固定資産
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

② 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。
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③ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内
容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。

・医療アシスタンス事業に係る収益
(1)海外旅行保険の付帯としてのサービス
　損害保険会社等と契約を締結し、海外旅行保険加入者（被保険者）が
自国外において被った怪我や病気に対して、電話での対応から受診支
援、搬送に至るまでの医療に関する様々なアシスタンスサービスを被保
険者に提供する業務を受託しており、年間契約料収入と案件毎のサービ
ス提供内容に応じた手数料収入を主な収入としております。
　年間契約料は、契約期間にわたり、当該サービスを被保険者からの要
求に対して迅速に対応ができる体制を維持する履行義務に対応するもの
であることから、経過期間に応じて収益を認識しております。また、案
件毎のサービス提供内容に応じた手数料収入は、被保険者に対してアシ
スタンスサービスを提供後、顧客に対して案件毎の業務受託報告を行う
ことで履行義務が充足されることから、請求書兼報告書による業務受託
報告が完了した時点で収益を認識しております。

(2)自社展開のアシスタンスサービス
①法人向け医療アシスタンスサービス
　海外展開している法人や官公庁と契約を締結し、海外駐在者・海外渡
航者に対して医療支援を含めた危機管理・危機対応に関するアシスタン
スサービスを提供する業務を受託しており、年間契約料を主な収入とし
ております。
　当該サービスは、パッケージ化された業務内容を一体のサービスとし
て提供することで顧客が便益を享受することから、当該サービスの提供
を一つの履行義務として認識しております。
　また、海外駐在者・海外渡航者からの要求に対して迅速に対応ができ
る体制の維持を含め契約期間にわたりサービスの提供を行うことから、
経過期間に応じて収益を認識しております。

②留学生危機管理サービス
　大学と契約を締結し、海外留学をする学生に対して、医療アシスタン
スサービスや海外生活における問題解決支援など広く留学生活を支援す
るサービスを提供する業務を受託しており、年間契約料収入と案件毎の
留学期間に応じた手数料収入を主な収入としております。
　当該サービスは、パッケージ化された業務内容を一体のサービスとし
て提供することで顧客が便益を享受することから、当該サービスの提供
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を一つの履行義務として認識しております。
　また、大学または留学生からの要求に対して迅速に対応ができる体制
の維持を含め契約期間または留学期間にわたりサービスの提供を行うこ
とから、経過期間に応じて収益を認識しております。

③官公庁事業に関するサービス
　外国人診療に関する「ワンストップ相談窓口事業者」として、全国の
医療機関からの相談対応業務を受託しております。
　これについて、業務の進捗に従って履行義務が充足されるため、業務
の進捗に基づき実際に発生した原価に応じた収益を認識しております。
　また、厚生労働省より災害医療情報システム（EMIS）の代替サービ
ス提供業務を受託しております。
　このサービスは災害時にDMATや医療機関が迅速に情報共有し効果
的な医療対応を行えるように現行EMISの保守性、拡張性、連携性を強
化するもので、ローコーディングツールを活用して効率的な開発を行
い、現場ニーズに対応しながらコスト削減や使いやすさの向上を図るこ
とを目的としています。
　また、これについての作業フェーズは、システムの「開発受託」フェ
ーズと「運用受託」フェーズに分かれます。
　それぞれの収益認識時期につきまして、前者は完全に履行義務を充足
すると見込まれる時点までの期間が短い事により検収時に収益を認識し
ており、後者は時の経過に従い履行義務を充足すると見込まれるため経
過期間に応じた収益を認識しております。

・ライフアシスタンス事業に係る収益
　ライフアシスタンス事業では、クレジットカード会社と契約を締結
し、カード会員に対してレストランの予約やイベントチケットの取得等
のコンシェルジュサービスを提供する業務を受託しており、年間契約料
を主な収入としております。
　当該サービスは、契約上合意した業務内容を一体のサービスとして提
供することで顧客が便益を享受することから、当該サービスの提供を一
つの履行義務として認識しております。
　また、カード会員からの要求に対して迅速に対応ができる体制の維持
を含め契約期間にわたりサービスの提供を行うことから、経過期間に応
じて収益を認識しております。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 355,490千円

売掛金 203,759千円
契約資産 42,463千円
計 246,222千円

２. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基
準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし
書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響
はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計
算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期
首から適用しております。

3. 表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）
　前連結会計年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期貸付金」は、金額的
重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

4. 連結貸借対照表に関する注記

⑵ 売掛金及び契約資産の内訳は次のとおりであります。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 2,519,600株 －株 －株 2,519,600株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 430株 36株 －株 466株

決 議 株 式 の 種 類 配 当 金
の 総 額

1 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 2 月 1 3 日
取 締 役 会 普 通 株 式 20,153千円 8円 2 0 2 4 年 1 2 月 3 1 日 2 0 2 5 年 ３ 月 2 8 日

決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配 当 金
の 総 額

1 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年２月12日
取 締 役 会 普 通 株 式 利 益 剰 余 金 22,672千円 9円 2025年12月31日 2026年３月27日

第 5 回 新 株 予 約 権 第 ６ 回 新 株 予 約 権 第 7 回 新 株 予 約 権

目的となる株式の種類 普 通 株 式 普 通 株 式 普 通 株 式

目的となる株式の数 10,000株 17,500株 23,500株

新株予約権の残高 100個 175個 235個

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

⑵ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加36株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

⑶ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

⑷ 当該連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数

－ 21 －



2026/02/27 12:38:42 / 25282738_日本エマージェンシーアシスタンス株式会社_招集通知

連結注記表

6. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループの資金運用は、短期的な預金等での運用に限定しております。

また、当社グループの所要資金調達は、大きく分けて運転資金及び設備投資資金の調達となっておりま
す。運転資金は自己資金、短期借入金及び長期借入金で賄い、設備投資資金は自己資金の充当に加え、
長期借入金による調達を行っております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金及び契約資産、立替金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。

また、海外で事業を行うことで生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
また、海外で事業を行うことで生じる外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりま

す。
③ 金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、営業債権について、債権管理規程に従い、取引先毎に取引開始時における与信調
査、期日管理及び残高管理を継続的に行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減
を図っております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、一部固定金利による調達を行って
おります。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性
の維持などにより流動性リスクを管理しております。
また流動性リスクの備えとして、銀行群と当座貸越契約を締結しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑤ 信用リスクの集中
　当期の連結決算日現在における営業債権のうち、42％が特定の大口顧客に対するものであります。
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⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、現金は注記を省
略しており、預金、売掛金及び契約資産、立替金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
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（単位：千円）
報告セグメント

医療アシスタン
ス事業

ライフアシスタ
ンス事業 計

得意先別内訳
中央省庁 448,303 － 448,303
民間・その他 2,782,041 484,330 3,266,371
顧客との契約から生じる収益 3,230,344 484,330 3,714,674
外部顧客への売上高 3,230,344 484,330 3,714,674

収益認識の時期
一時点で移転される財又はサービス 1,721,963 2,033 1,723,997
一定の期間にわたり移転される財又はサービス 1,508,381 482,296 1,990,677
顧客との契約から生じる収益 3,230,344 484,330 3,714,674
外部顧客への売上高 3,230,344 484,330 3,714,674

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 134,809
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 203,759
契約資産（期首残高） 62,382
契約資産（期末残高） 42,463
契約負債（期首残高） 432,723
契約負債（期末残高） 428,309

7. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　⑷ 会計方針に関する事項　③　
重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
　なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年以内に回収しているため、対価の金額に重大な金
融要素は含まれておりません。

⑶ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結
会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額
及び時期に関する情報

①　契約資産及び契約負債の残高等
　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債は、以下のとおりであります。
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⑴ １株当たり純資産額 737円90銭
⑵ １株当たり当期純利益 40円44銭

　契約資産は、主に、官公庁事業に関するサービスの契約について、期末日時点で完了しているが未
請求の役務提供に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する
当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
　契約負債は、主に、医療アシスタンス事業及びライフアシスタンス事業のサービスに関連する年間
契約に基づき、契約の履行に先立ち顧客から受領した前受金及び前受収益で、翌連結会計年度以降に
充足する履行義務に対応するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　なお、当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、
391,356千円であります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引が無いため、実務上の便
法を適用し、記載を省略しております。

8. １株当たり情報に関する注記

9. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

－ 25 －



2026/02/27 12:38:42 / 25282738_日本エマージェンシーアシスタンス株式会社_招集通知

貸借対照表

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売掛金及び契約資産

立 替 金

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

3,013,545

1,953,559

233,490

674,398

572

91,622

65,616

△5,715

281,636

36,699

20,519

16,180

56,568

56,568

188,368

130,441

18,707

39,218　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 1,922,512
買 掛 金 57,300
短 期 借 入 金 1,080,000
未 払 金 142,224
未 払 費 用 32,192
未 払 法 人 税 等 21,873
契 約 負 債 403,342
預 り 金 118,182
そ の 他 67,397

負 債 合 計 1,922,512
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 1,344,224
資 本 金 312,001
資 本 剰 余 金 201,477
資 本 準 備 金 98,001
そ の他資本剰余金 103,476

利 益 剰 余 金 831,306
その他利益剰余金 831,306
繰 越 利 益 剰 余 金 831,306

自 己 株 式 △560
新 株 予 約 権 28,444
純 資 産 合 計 1,372,669

資 産 合 計 3,295,181 負 債 純 資 産 合 計 3,295,181

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,649,683
売 上 原 価 2,836,076
売 上 総 利 益 813,607

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 774,063
営 業 利 益 39,543

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,031
受 取 配 当 金 50,987
為 替 差 益 11,669
そ の 他 2,752 66,441

営 業 外 費 用
支 払 利 息 12,160
そ の 他 153 12,314
経 常 利 益 93,670

特 別 利 益
新 株 予 約 権 戻 入 益 18,762 18,762

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,213 1,213

税 引 前 当 期 純 利 益 111,219
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 25,798
法 人 税 等 調 整 額 △9,520 16,277

当 期 純 利 益 94,942

損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで ）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本 準 備 金 そ の 他

資 本 剰 余 金
資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 312,001 98,001 103,476 201,477 756,518 756,518 △517 1,269,478

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △20,153 △20,153 △20,153

当 期 純 利 益 94,942 94,942 94,942

自己株式の取得 △43 △43
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － 74,788 74,788 △43 74,745

当 期 末 残 高 312,001 98,001 103,476 201,477 831,306 831,306 △560 1,344,224

新 株 予 約 権 純 資 産
合 計

当 期 首 残 高 47,207 1,316,686

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △20,153

当 期 純 利 益 94,942

自己株式の取得 △43
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

△18,762 △18,762

事業年度中の変動額合計 △18,762 55,982

当 期 末 残 高 28,444 1,372,669

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 28 －



2026/02/27 12:38:42 / 25282738_日本エマージェンシーアシスタンス株式会社_招集通知

個別注記表

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 資産の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法によっております。

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　３～15年
器具及び備品　４～15年

② 無形固定資産
　自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

⑶ 引当金の計上基準
　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
「連結注記表　１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な
事項に関する注記等　⑷会計方針に関する事項　③重要な収益及び
費用の計上基準」に記載の内容と同一であるため、記載を省略して
おります。
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個別注記表

⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 156,951千円

短期金銭債務 74,140千円

売上高 5,298千円
業務委託費 747,543千円
受取配当金 50,983千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 430株 36株 −株 466株

２. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更が計算書類に与える影響はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）
　前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期貸付金」は、金額的重要
性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
（損益計算書）
　前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、金額的重要
性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしております。

4. 貸借対照表に関する注記

⑵ 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

5. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加36株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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個別注記表

繰延税金資産
減価償却費超過額 576千円
敷金償却費 6,611千円
貸倒引当金 2,645千円
貸倒損失 941千円
未払事業税 3,182千円
未払事業所税 1,056千円
その他 6,060千円
繰延税金資産小計 21,073千円
　評価性引当額 △2,366千円
繰延税金資産合計 18,707千円

⑴ １株当たり純資産額 533円61銭
⑵ １株当たり当期純利益 37円69銭

7. 税効果会計に関する注記
⑴ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

⑵ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこ
とに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることにな
りました。
　これに伴い、2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資
産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52％に変更し計算しております。
　なお、この変更が計算書類に与える影響は軽微であります。

8. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　6.収益認識に関する
注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

9. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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連結会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 本  保 範
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 西  麻 理

独立監査人の監査報告書
2026年２月20日

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
取締役会　御中

明星監査法人
東京都千代田区

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本エマージェンシーアシスタンス株式会社の
2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、日本エマージェンシーアシスタンス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書
類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に
関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
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連結会計監査報告

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 本  保 範
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 西  麻 理

独立監査人の監査報告書
2026年２月20日

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
取締役会　御中

明星監査法人
東京都千代田区

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本エマージェンシーアシスタンス株式
会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上
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監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第23期事業年度にお
ける取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとお
り報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する
取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実
施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室と連
携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事
項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。
②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明
細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人明星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人明星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

監査等委員会
委 員 長 井 坂 俊 達 ㊞
常勤監査等委員 土 屋 聡 美 ㊞
監 査 等 委 員 戸 賀 智 子 ㊞

2026年２月24日
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社　監査等委員会

　（注）監査等委員井坂俊達氏及び戸賀智子氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項
に規定する社外取締役であります。
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